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令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

3,190 円 3,287 円

3,190 円 3,257 円

3,190 円 3,287 円

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適用（一部適用）

小値賀町下水道事業経営戦略

特定環境保全公共下水道事業：平成16年
度(22年)
農業集落排水事業：平成13年度(25年)
漁業集落排水事業：平成9年度(28年)
特定地域生活排水処理事業：平成17年度
(21年)

長崎県　小値賀町

特定環境保全公共下水道事業
農業集落排水事業
漁業集落排水事業
特定地域生活排水処理事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

特定環境保全公共下水道事業：1処理場
農業集落排水事業：2処理場
漁業集落排水事業：2処理場
特定地域生活排水処理事業：該当なし

無

処 理 区 数

特定環境保全公共下水道事業：1処理区
農業集落排水事業：3処理区
漁業集落排水事業：2処理区
特定地域生活排水処理事業：該当なし

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成16年度に農業集落排水事業（浜津地区）を特定環境保全公共下水道事業に統合しています。

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

本町では、下水道使用料は基本使用料に汚水排水量に応じた従量使用料を加えて計算します。
0㎥以上15㎥未満：2,000円（税抜）（2,200円（税込））
15㎥以上30㎥未満の部分：1㎥につき150円（税抜）（165円（税込））
30㎥以上の部分：1㎥につき170円（税抜）（187円（税込））

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

同上

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合
を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

特定環境保全公共下水道事業：18.0人/ha
農業集落排水事業：14.1人/ha
漁業集落排水事業：14.2人/ha
特定地域生活排水処理事業：43.0人/ha

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

同上

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
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③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

民 間 活 用 の 状 況 該当なし

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

課長　1名、班長　1名、水道下水道係　2名、環境衛生係　3名（1名は班長と兼務、2名は水道下水道係と兼務）
なお、水道下水道係及び環境衛生係のうち下水道担当の職員は1名です。

該当なし

該当なし

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

該当なし

 イ　指定管理者制度

該当なし

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

職 員 数
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（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

　　〇汚水処理原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇管渠老朽化率

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

【特定環境保全公共下水道事業】
　　〇経常収支比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇経費回収率

【農業集落排水事業】
　　〇経常収支比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇経費回収率

経営環境や規模等が類似している他団体を独自に抽出し、重要視される経営指標の比較、分析をした結果は以下のとおりになります。
また、公表している令和6年度決算「経営比較分析表」を添付しています。

　　〇汚水処理原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇管渠老朽化率

平成16年度に一部供用を開始した比較的新しい事業であるため、さほ

ど管渠の老朽化は進行しておらず、当面は管渠更新の予定はありま

せん。

目安となる100％を超えて推移しています。類似団体平均も上回っており、

概ね良好な水準を維持できている状況です。今後も安定した事業継続のた

めには、100%以上の水準を維持していくことが必要です。

類似団体平均との比較では良好であるものの、100%を下回っており、汚

水処理原価を使用料で回収できていない状況です。そのため、安定した

事業継続のために、収益増加や費用削減などの経営改善や使用料改

定等を検討する必要があります。

目安となる100％を超えて推移していますが、類似団体平均との比較で

はやや低い水準です。今後も安定した事業継続のためには、100%以上

の水準を維持していくことが必要です。

類似団体平均との比較では良好であるものの、100%を下回っており、

汚水処理原価を使用料で回収できていない状況です。そのため、安

定した事業継続のために、収益増加や費用削減などの経営改善や使

用料改定等を検討する必要があります。

類似団体平均を下回っており、有収水量1㎥あたりにかかるコストは比

較的低いといえます。ただし、今後も維持管理費の増加や物価上昇等

により増加することが予想されるため、150円以下を目指し、投資の効

率化や維持管理費の削減等の経営改善が必要です。

類似団体平均を下回っており、有収水量1㎥あたりにかかるコストは比較

的低いといえます。ただし、今後も維持管理費の増加や物価上昇等によ

り増加することが予想されるため、150円以下を目指し、投資の効率化や

維持管理費の削減等の経営改善が必要です。

平成13年度に一部供用を開始した比較的新しい事業であるため、さ

ほど管渠の老朽化は進行しておらず、当面は管渠更新の予定はあり

ません。
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【漁業集落排水事業】
　　〇経常収支比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇経費回収率

　　〇汚水処理原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇管渠老朽化率

【特定地域生活排水処理事業】
　　〇経常収支比率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇経費回収率

　　〇汚水処理原価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇有形固定資産減価償却率

目安となる100％を超えて推移しています。類似団体平均も上回ってお

り、概ね良好な水準を維持できている状況です。今後も安定した事業

継続のためには、100%以上の水準を維持していくことが必要です。

100%を下回っており、汚水処理原価を使用料で回収できていない状況

です。また、類似団体平均との比較でも低い水準です。そのため、安定

した事業継続のために、収益増加や費用削減などの経営改善や使用

料改定等を検討する必要があります。

類似団体平均を上回っており、有収水量1㎥あたりにかかるコストは比

較的高い状況です。今後も維持管理費の増加や物価上昇等により増

加することが予想されるため、150円以下を目指し、投資の効率化や維

持管理費の削減等の経営改善が必要です。

目安となる100％を超えて推移しています。類似団体平均も上回ってお

り、概ね良好な水準を維持できている状況です。今後も安定した事業

継続のためには、100%以上の水準を維持していくことが必要です。

類似団体平均との比較では良好であるものの、100%を下回っており、汚

水処理原価を使用料で回収できていない状況です。そのため、安定し

た事業継続のために、収益増加や費用削減などの経営改善や使用料

改定等を検討する必要があります。

平成17年度に一部供用を開始した比較的新しい施設であるため、さほ

ど施設及び設備の老朽化は進行していません。

平成9年度に一部供用を開始した比較的新しい事業であるため、さほ

ど管渠の老朽化は進行しておらず、当面は管渠更新の予定はありま

せん。

類似団体平均を下回っており、有収水量1㎥あたりにかかるコストは比

較的低いといえます。ただし、今後も維持管理費の増加や物価上昇等

により増加することが予想されるため、150円以下を目指し、投資の効

率化や維持管理費の削減等の経営改善が必要です。
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２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

処理区域内人口の予測

処理区域内人口予測にあたっては、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（令和5年推計）」を根拠とする将来年度の人口予測値に、
直近の普及率を乗じることで推計しています。
なお、令和10年度より前方地区（農業集落排水事業）、令和12年度より柳地区（農業集落排水事業）、令和14年度より斑地区（漁業集落排水事業）を特定環境保
全公共下水道事業に統合する予定のため、各事業における処理区域内人口も統廃合の影響で変動します。

直近の実績を基に1人当たり1日平均汚水量（m3/人・日）を算出し、上記で予測した処理区域内人口、水洗化率予測値（直近の水洗化率実績が続くものとする）、
及び各年度の日数を乗じることで有収水量を予測しています。行政区域内人口の減少に伴い、処理区域内人口及び水洗化人口も減少することから、有収水量も
減少していく予測としています。
なお、令和10年度より前方地区（農業集落排水事業）、令和12年度より柳地区（農業集落排水事業）、令和14年度より斑地区（漁業集落排水事業）を特定環境保
全公共下水道事業に統合する予定のため、各事業における有収水量も統廃合の影響で変動します。

使用料収入の見通し

使用料収入は、有収水量の予測値に直近の使用料単価を乗じて推計しています。有収水量や水洗化人口の減少に伴い、下水道使用料も減少する見通しです。
なお、令和10年度より前方地区（農業集落排水事業）、令和12年度より柳地区（農業集落排水事業）、令和14年度より斑地区（漁業集落排水事業）を特定環境保
全公共下水道事業に統合する予定のため、各事業における使用料収入も統廃合の影響で変動します。

有収水量の予測
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（４）

（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

職員数は現状を維持することとしており、組織の見直しは予定していません。
なお、現在は技術系職員が不在のため、担当する事務系職員が技術的知見や経験を得る手段が少ないことから、技術力の維持向上が課題となっています。

・ 持続可能な下水道事業に向けて、下水道施設の適切な維持管理を図り、施設の長寿命化や耐震化を進めながら計画的で効率的な施設更新に取り組みます。
・ 水質保全や生活環境の改善に関する広報・啓発活動の展開により、現状85％程度の下水道接続率の更なる向上を図ります。
・ 講習会や研修会への参加を積極的に行い、職員の技術及び知識の向上に努めます。
・ 災害発生時における危機管理体制を強化し、下水道施設の機能維持・早期復旧に努めます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

目 標

・「小値賀町特定環境保全公共下水道全体計画」に基づき、農業集落排水事業及び漁業集落排水事業の特定環境保全公共
下水道事業への接続に向けた投資を行います（令和8年度から令和14年度までで約12.2億円）。
・ストックマネジメント計画に基づき、投資の平準化を図りながら施設や管渠を計画的に更新していきます。

施設の見通し

処理場及びマンホールポンプの機械及び装置は耐用年数が15～20年の資産であり、相当の年数が経過していることからストックマネジメント計画を策定し、計画
的に設備の更新を行っています。管渠については耐用年数が50年であり、さほど老朽化は進行していないものの、ストックマネジメント計画におけるリスク評価に
基づき、優先度の高い管渠から改築を進めます。
令和10年度より前方地区（農業集落排水事業）、令和12年度より柳地区（農業集落排水事業）、令和14年度より斑地区（漁業集落排水事業）を特定環境保全公共
下水道事業に統合する予定です。

組織の見通し

・令和4年度に策定した「小値賀町特定環境保全公共下水道全体計画」に基づき、農業集落排水及び漁業集落排水の接続管路工事を令和8年度から令和13年
度まで、し尿処理場の改築工事を令和10年度から令和12年度まで、笛吹浄化センターの新設・増設工事を令和10年度から令和14年度まで計上しています。

・更新投資に関しては、ストックマネジメント計画に基づき、老朽化施設の改築更新等にかかる投資金額を令和17年度まで計上しています。また、令和18年度以
降については明確な投資計画がないため、固定資産台帳上の耐用年数から本来必要な投資金額を推計しています（再投資までの期間は、管渠については耐用
年数の1.5倍、その他の資産については耐用年数の1.0倍とした）。ただし、本町の投資方針を踏まえ、各年度の事業費が過大とならないように、令和17年度まで
は一般会計からの繰入金の上限が約1億3千万円となるように投資額を平準化しています。
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②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

〈目標〉
・経常収支比率：100％を下回らない
・経費回収率：100％
〈考え方〉
・今後、人口減少に伴う汚水処理水量の減少により使用料収入が減少し、あわせて物価上昇に伴い各種費用が増加すること
から、経常収支比率や経費回収率は低下することが見込まれます。
・経常収支比率は現状100％を上回っていますが、今後も100％を下回らないことを目標とします。
・経費回収率は現状100％を下回っているため、使用料改定を検討するとともに、今後も費用削減に努めることで、100％を目
標とします。

・使用料収入については、２．（３）の見通しのとおり、人口減少に伴い使用料収入も減少していく見込みとしています。
　なお、使用料改定は想定せずに投資・財政計画を作成しています。

・投資に対する財源については、財源割合を国庫補助金50％、企業債40％、一般会計繰入金10％（特定地域生活排水処理事業のみ国庫補助金30％、企業債
60％、一般会計繰入金10％）として見込んでいます。

・繰入金については、公営企業の原則である独立採算を基本とし、国が示す繰出基準に基づく繰り入れを原則としていますが、資本的収支において補填財源で
補填してもなお不足する金額について、基準外繰入金で賄うことを見込んでいます。

（職員給与費に関する事項）
令和6年度実績をベースとし、人件費上昇率として令和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を加味して見込んでいます。

（動力費、薬品費に関する事項）
直近3年間の実績平均より有収水量1m3当たりの単価を算出し、変動費として有収水量の推移と連動させています。また、物価上昇率は令和8年度は1.9％、令和
9年度以降は1.0％を加味して見込んでいます。

（修繕費に関する事項）
老朽化により年々増加しているため、不具合個所を事前把握し、計画的に修繕していくことで平準化を図ります。そのため、直近3年間の実績平均に上昇率は令
和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を加味して見込んでいます。

（委託費、その他経費に関する事項）
委託費については直近実績に、その他経費については直近3年間の実績平均に、上昇率は令和8年度は1.9％、令和9年度以降は1.0％を加味して見込んでいま
す。

（減価償却費、利息に関する事項）
減価償却費については、既存資産の減価償却費に４．（２）①で見込んだ投資に係る減価償却費を加味して見込んでいます。また、支払利息については、既発債
の支払利息に４．（２）②で見込んだ財源となる起債に係る支払利息を年2.5％で計算し見込んでおります。

なお、人件費上昇率及び物価上昇率は、内閣府公表（令和7年8月7日）の「中長期の経済財政に関する試算」における消費者物価上昇率（過去投影ケース）を利
用しています。
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（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

包括的民間委託等の導入については、離島という地域特性や事業の公共性と効率性を踏まえ、今後
の検討課題とします。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 国の補助事業の活用や交付税措置の有無など、適切な財源確保について検討します。

PPP/PFIなどの導入については、離島という地域特性や事業の公共性と効率性を踏まえ、今後の検討
課題とします。

ストックマネジメント計画に基づき、計画的・効果的な点検・調査、修繕・改築を着実に実施していきま
す。

令和10年度に前方地区、令和12年度に柳地区、令和14年度に斑地区を特定環境保全公共下水道に
統合することを予定しています。
大島地区の統廃合は、地形的に難しいことから、処理場の改築時には、適切な処理能力へ改築しま
す。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字
の解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

該当なし

人口減少により今後も使用料収入の増加は見込めない一方、物価上昇等により汚水処理に係る費用
は今後も増加することが見込まれます。また、直近の農業集落排水及び漁業集落排水の特定環境保
全公共下水道への接続工事や、その後は老朽化対応による更新工事のための多額の建設改良費が
必要となること、それに伴う企業債の借入及び返還が必要となり、現状の使用料水準のままでは、一
般会計からの基準外繰入が増加し続けることになります。そのため、令和10年度からの改定を目標
に、令和8年度から使用料改定について検討します。

使用料の見直しに関する事項

国の補助事業の活用や交付税措置の有無など、適切な財源確保について検討した上で投資計画を策
定します。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略の推進のため、毎年度、投資・財政計画の実績や収支の乖離状況を把握することで、進捗管理（モニタリ
ング）を行います。
経営戦略の計画期間は令和17年度までですが、「経営戦略ガイドライン」（総務省）では、その推進に当たり毎年度
進捗管理（モニタリング）を行うとともに、3～5年に一度見直し（ローリング）を行う必要があるとされています。
そのため、経営戦略を着実に推進させるため、毎年目標指標の達成状況を把握することで進捗管理を行うととも
に、5年先の令和12年度を目途として経営戦略を改定する予定です。

職員給与費に関する事項 常にコスト意識を持って業務に当たります。

動力費に関する事項 機器の適正な運用を図り、コスト縮減に努めます。

修繕費に関する事項
最も古い施設では、供用開始から28年が経過しており、今後は、修繕費等が増加することが考えられ
ることから、ストックマネジメント計画に基づき計画的に修繕等を行います。また、老朽化していく施設の
長寿命化等を検討・実施していきます。

委託費に関する事項 委託業務内容及び委託期間について検討し、経費の節減、効率化に努めます。

その他の取組
供用開始区域内における下水道未接続世帯や商店等に対し、接続への啓発活動を継続的に行いま
す。また、水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給制度を継続し、1日でも早い下水道への接続を促
します。

薬品費に関する事項 機器の適正な運用を図り、コスト縮減に努めます。
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６． 経費回収率向上に向けた取り組み及びロードマップ

国土交通省「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について（令和2年7月22日）」に基づき、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に

 （１） 業務目標と目標年次

下水道事業では、経費回収率を定量的な業績指標として定め、令和17年度までに達成すべき目標を設定しました。

 （２） 経費回収率向上に向け、収入増加及び支出削減のための具体的取組及び実施時期

令和6年度実績では全ての事業において経費回収率が100％を下回っている状況です。
収入増加については、今後は人口減少による使用料収入の減少、物価上昇や老朽化による維持管理費の増加により、経費回収率の増加は見込めないため、計
画期間内に経費回収率100％を目指すべく、令和10年度に料金改定することを目標に、適正な使用料への見直しを検討します。
支出削減については、ストックマネジメント計画に基づいて管渠や施設を計画的かつ効率的に維持管理することにより、経費削減に努めます。

 （３） 今後のロードマップ

経費回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

小値賀町下水道事業 （単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 26,686 26,026 25,306 24,671 23,924 23,262 22,618 22,047 21,377 20,782 20,203 19,693
(1) 26,681 26,022 25,302 24,667 23,920 23,258 22,614 22,044 21,373 20,778 20,200 19,690
(2) (B) － － － － － － － － － － － －
(3) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

２． 137,118 115,893 109,745 107,583 110,890 125,441 146,747 151,898 170,104 182,641 191,265 197,841
(1) 88,048 77,314 73,769 72,254 73,511 80,684 90,710 92,907 101,858 107,930 112,085 115,137

88,048 77,314 73,769 72,254 73,511 80,684 90,710 92,907 101,858 107,930 112,085 115,137
－ － － － － － － － － － － －

(2) 47,942 38,203 35,600 34,952 37,004 44,381 55,661 58,615 67,871 74,335 78,803 82,328
(3) 1,128 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376

(C) 163,804 141,919 135,051 132,253 134,814 148,703 169,365 173,945 191,481 203,422 211,468 217,534
１． 140,566 121,637 116,890 115,095 118,417 130,412 148,019 152,549 167,818 178,504 186,056 191,827
(1) 4,888 5,005 5,100 5,151 5,203 5,255 5,308 5,361 5,414 5,468 5,523 5,578

2,760 2,826 2,880 2,909 2,938 2,967 2,997 3,027 3,057 3,088 3,119 3,150
378 387 394 398 402 406 410 415 419 423 427 431

1,750 1,792 1,826 1,844 1,863 1,881 1,900 1,919 1,938 1,958 1,977 1,997
(2) 23,434 24,912 25,152 25,197 25,203 25,234 25,270 25,329 25,352 25,400 25,451 25,526

8,497 7,987 7,913 7,792 7,631 7,494 7,360 7,246 7,096 6,967 6,841 6,735
136 1,794 1,828 1,846 1,865 1,884 1,902 1,921 1,941 1,960 1,980 1,999
－ － － － － － － － － － － －

14,801 15,131 15,411 15,559 15,706 15,856 16,008 16,162 16,316 16,473 16,631 16,791
(3) 112,244 91,720 86,637 84,746 88,012 99,923 117,441 121,859 137,052 147,636 155,082 160,722

２． 12,158 9,851 8,647 8,281 8,277 10,925 14,721 15,461 18,483 20,443 21,629 22,573
(1) 9,974 9,105 7,887 7,514 7,502 10,142 13,930 14,663 17,677 19,629 20,807 21,742
(2) 2,184 745 760 767 775 783 790 798 806 814 823 831

(D) 152,724 131,488 125,537 123,376 126,695 141,337 162,739 168,010 186,301 198,947 207,686 214,400
(E) 11,080 10,431 9,513 8,877 8,120 7,366 6,626 5,935 5,180 4,475 3,782 3,134
(F) 2,079 － － － － － － － － － － －
(G) 374 － － － － － － － － － － －
(H) 1,705 － － － － － － － － － － －

12,785 10,431 9,513 8,877 8,120 7,366 6,626 5,935 5,180 4,475 3,782 3,134
(I) 12,785 23,216 32,729 41,606 49,726 57,092 63,718 69,653 74,833 79,308 83,091 86,225
(J) 77,184 61,124 41,414 20,525 11,153 14,987 22,291 54,699 99,352 159,086 225,548 294,133

3,081 2,440 1,653 819 445 598 890 2,183 3,966 6,350 9,003 11,741
(K) 89,731 114,874 115,497 113,722 107,341 96,282 76,987 63,545 46,052 39,649 38,897 39,386

61,536 83,411 83,954 82,409 76,857 67,236 50,449 38,753 23,533 17,962 17,308 17,734
－ － － － － － － － － － － －

9,191 12,458 12,539 12,309 11,479 10,042 7,535 5,788 3,515 2,683 2,585 2,649
( I )

(A)-(B)

(L) － － － － － － － － － － － －

(M) 26,686 26,026 25,306 24,671 23,924 23,262 22,618 22,047 21,377 20,782 20,203 19,693
－ － － － － － － － － － － －

(N) － － － － － － － － － － － －

(O) － － － － － － － － － － － －

(P) － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － － － － － － －

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

－－ － － － － － － － － － －

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

小値賀町下水道事業 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 20,300 － 34,658 48,329 153,009 195,616 67,475 150,455 99,487 60,400 48,000 48,000
4,800 － － － － － － － － － － －

２． 48,260 － － － － － － － － － － －
３． － － 8,664 12,082 38,252 48,904 16,869 37,614 24,872 15,100 12,000 12,000
４． － － － － － － － － － － － －
５． － 15,000 20,000 20,000 7,500 7,500 － － － － － －
６． 18,700 － 43,322 60,411 191,261 244,520 84,344 188,069 124,359 75,500 60,000 60,000
７． － － － － － － － － － － － －
８． － － － － － － － － － － － －
９． － － － － － － － － － － － －

(A) 87,260 15,000 106,645 140,821 390,021 496,540 168,689 376,139 248,719 151,000 120,000 120,000

(B) － － － － － － － － － － － －

(C) 87,260 15,000 106,645 140,821 390,021 496,540 168,689 376,139 248,719 151,000 120,000 120,000
１． 47,513 － 86,645 120,821 382,521 489,040 168,689 376,139 248,719 151,000 120,000 120,000

－ － － － － － － － － － － －
２． 76,031 80,008 83,411 83,954 82,409 76,857 67,236 50,449 38,753 23,533 17,962 17,308
３． － － － － － － － － － － － －
４． － 15,000 20,000 20,000 7,500 7,500 － － － － － －
５． － － － － － － － － － － － －

(D) 123,544 95,008 190,056 224,775 472,431 573,398 235,925 426,587 287,471 174,533 137,962 137,308

(E) 36,284 80,008 83,411 83,954 82,409 76,857 67,236 50,449 38,753 23,533 17,962 17,308

１． 37,199 80,008 79,223 49,794 51,008 55,542 61,102 36,771 29,708 18,042 13,599 12,944
２． － － 1,038 29,766 17,491 3,532 － － － － － －
３． － － － － － － － － － － － －
４． 265 － 3,151 4,394 13,910 17,783 6,134 13,678 9,044 5,491 4,364 4,364

(F) 37,464 80,008 83,411 83,954 82,409 76,857 67,236 50,449 38,753 23,533 17,962 17,308
－ － － － － － － － － － － －

(G) － 15,000 35,000 55,000 62,500 70,000 － － － － － －
(H) 633,020 553,012 504,258 468,633 539,232 657,991 658,230 758,237 818,972 855,838 885,876 916,568

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

88,048 77,314 73,769 72,254 73,511 80,684 90,710 92,907 101,858 107,930 112,085 115,137
73,236 62,314 58,769 57,254 58,511 65,684 75,710 77,907 86,858 92,930 97,085 100,137
14,812 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
36,800 － 8,664 12,082 38,252 48,904 16,869 37,614 24,872 15,100 12,000 12,000

－ － － － － － － － － － － －
36,800 － 8,664 12,082 38,252 48,904 16,869 37,614 24,872 15,100 12,000 12,000

124,848 77,314 82,434 84,336 111,763 129,588 107,579 130,521 126,730 123,030 124,085 127,137

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度



供用開始年月日 平 成 16 年 4 月 1 日

処理区域内人口 2,038人

計算期間 自令和8年度 至令和12年度

（5年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

26,681 23,952 23,952

0 0 0

5 4 4

26,686 23,956 0 23,956

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

4,888 5,203 5,203

8,497 7,638 7,638

367 252 252

9,116 9,704 9,704

136 1,865 1,865

0 0 0

0 0 0

7,502 6,526 0 6,526

30,506 31,190 0 31,190

9,974 9,395 9,395 0

112,244 95,352 95,310 42

122,218 104,747 104,705 42

152,724 135,937 104,705 31,232

64,701

95,932

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 25.0%

＜使用料水準についての説明＞

１　投資・財政計画計上額（Ａ）欄は、直近の料金算定期間内における平均値を記載すること。
２　起債償還額が減価償却額を超えるときは、当分の間、その差額を一般管理費のその他の欄に記載して差し支えないこと。
３　資産維持費は、将来の更新需要が新設当時と比較し、施工環境の悪化、高機能化（耐震化等）等により増大することが見込まれる場合
に、使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、実体資本を維持し、サービスを継続していくために必要な費用（増大分に係るもの）
を、適正かつ効率的、効果的な中長期の改築（更新）計画に基づいて算定し、計上するもの。そのため、資産維持費（Ｚ）欄は、「下水道使用
料算定の基本的考え方（2016年度版）」（公益社団法人日本下水道協会）を参考に、所有している資産の規模、経営環境等の実情に応じ、
料金算定に適切に反映すべき費用を記載すること。

流 域 下 水 道 管 理 運 営 負 担 金

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

小 計

合 計 (Y)

資 産 維 持 費 （ Z ）

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

　計算期間（令和8年度～令和12年度）における回収率（資産維持費を含めた使用料対象経費に対する下水道使用料の割合）は約25％であ
り、使用料単価が低いことから使用料対象経費を使用料で賄えておりません。
　また、今後は人口減少による使用料収入の減少、老朽化による維持管理費の増加により、回収率の増加は見込めないため、計画期間内
に回収率100％を目指すべく、適正な使用料への見直しを検討する予定です。

職 員 給 与 費

経
費

動 力 費

薬 品 費

委 託 費

修 繕 費

材 料 費

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

小値賀町下水道事業

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額
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